
大泉町家庭用防犯カメラ設置補助事業の実施について

大泉町家庭用防犯カメラ設置補助金の交付目的、内容、交付手続等は、次のとお

りです。

１ 交付目的

町内の住宅（共同住宅や借家は除く。）に家庭用防犯カメラを設置した者
に対し、その設置に係る経費の一部を補助することで、町内における犯罪の
発生を抑止し、安全で安心なまちづくりを推進することを目的とします。

２ 内容

補助対象者 次の１から３までの全てに該当する個人とします。
１ 家庭用防犯カメラを設置する住宅に居住し、か

つ、町の住民基本台帳に記録がある人
２ 家庭用防犯カメラを設置する住宅の所有者である
こと又は当該住宅に家庭用防犯カメラを設置するこ
とに関し、所有者の同意を得ていること。

３ 町税の滞納がないこと。

※ 「家庭用防犯カメラ」とは、犯罪の予防を目的と
して継続的に設置され、住宅の敷地内を撮影する

ために屋外に固定して設置された装置をいいま
す。

※ 共同住宅や借家への設置は対象外です。

補助対象事業及び経 次に掲げる事業に要した費用について、補助を行い
費 ます。

１ 町内の住宅に、下記「設置基準」に従い家庭用防
犯カメラを設置する事業

２ 家庭用防犯カメラで撮影した映像を確認するモニ
ター、当該撮影した映像を記録する録画装置その他
の家庭用防犯カメラと一体的に機能する機器（スマ

ートフォン、タブレット端末、パソコン等を除きま
す。）を設置する事業

３ 家庭用防犯カメラを設置している旨の表示を掲示
する事業

※ 賃借により設置した機器や維持管理等に係る経費
は、補助対象経費に含まれません。

交付金額 補助金は、補助対象経費の合計額に２分の１を乗じ
て得た額（その額に１００円未満の端数があるとき
は、その端数を切り捨た額）とし、１万円を上限とし
ます。

※ 補助金の交付は、１住宅につき１台限りとしま



す。
ただし、直近の交付決定後６年を経過したとき

は、新たに１台分申請することができます。

設置基準 家庭用防犯カメラは、次の１から４までの基準によ
り設置してください。
１ 住宅の屋外に設置すること。
２ 不必要な個人の映像を撮影しないよう、住宅の敷

地内を主として撮影するよう撮影範囲に留意するこ
と。

３ やむを得ず撮影範囲に隣家が含まれる場合は、隣
家の居住者の承諾を得ること。

４ 家庭用防犯カメラを設置している旨の表示を行う
こと。

交付条件 補助金の交付に当たっては、次の１から４までの条

件を付するものとします。
１ 家庭用防犯カメラの画像は、設置の目的以外には
使用しないこと。

２ 家庭用防犯カメラの画像について、犯罪捜査その

他法令に基づく手続により照会等を受けた場合は、
情報の提供を行うこと。

３ 町長が家庭用防犯カメラ等の使用の状況等につい
ての調査の協力を求めたときは、協力すること。

４ 家庭用防犯カメラの設置場所を変更しようとする
とき又はやむを得ない理由により家庭用防犯カメラ
等を処分しようとするときは、事前に町長の承諾を

得ること。

※ その他、町長が必要と認める条件を付することが
あります。

※ 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要
な範囲において、補助金の交付を受けた家庭用防犯
カメラ等の使用状況等の調査を行うことができるも

のとします。

３ 交付手続

交付申請の方法 大泉町家庭用防犯カメラ設置補助金交付申請書（様
式第１号）に次の書類を添付して申請してください。
１ 家庭用防犯カメラ等の設置に係る領収書及び内訳
が分かる明細等

２ 家庭用防犯カメラ等の概要が分かるカタログ等
３ 家庭用防犯カメラ等の設置前及び設置後の写真
４ 住民票の写し、補助対象者に町税の滞納がないこ
とを示す書類及び家庭用防犯カメラを設置する住宅

の所有者を確認することができる書類又は町税等調
査閲覧同意書



５ 住宅の所有者以外が申請する場合は、住宅の所有
者の同意書

※ その他、町長が必要と認める書類の提出をお願い

することがあります。

補助金の交付時期等 １ 申請後、内容の審査を行い、補助金の交付を決定
したときは、大泉町家庭用防犯カメラ設置補助金交

付決定通知書（様式第２号）により通知します。

２ 交付決定を受けたときは、当該年度の末日までに
大泉町家庭用防犯カメラ設置補助金支払請求書（様

式第３号）により請求してください。

３ 請求書が提出された日から起算して３０日以内に
補助金を交付します。

財産の管理及び処分 この要項による補助金の交付を受けて設置した家庭
の制限 用防犯カメラ等は、交付決定を受けた日から起算して

３年間、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡し、

交換、貸付け、売却、廃棄等の処分をしてはなりませ
ん。ただし、天災等による破損その他の自己の責めに
帰すべき事由以外の事由で処分するときは、この限り
ではありません。

補助金の返還等 １ 交付決定を受けた人が、次の(1)から(4)までのい
ずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り

消します。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受
けたとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 上記「財産の管理及び処分の制限」に反して家
庭用防犯カメラ等を処分したとき。

(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたと
き。

２ 既に補助金が交付されている場合は、交付した補
助金の全部又は一部の返還を求めるものとします。

４ 各種様式

申請書等の様式 １ 大泉町家庭用防犯カメラ設置補助金交付申請書
（様式第１号）

２ 大泉町家庭用防犯カメラ設置補助金交付決定通知
書（様式第２号）

３ 大泉町家庭用防犯カメラ設置補助金支払請求書
（様式第３号）



５ 事業期間

期 間 令和６年１０月１日から

６ 担当部署

大泉町安全安心課 電話０２７６（６３）３１１１


